
 

 

 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 

ダイレクトマーケティング業界における 

人材教育について 

米ダイレクトマーケティング協会は、大学でダイ

レクトマーケティングに関する最高レベルの教育が

受けられることを支援するために（その結果として、

ダイレクトマーケティング業界に優秀な人材を確保

することを究極の目的として）、1966 年、ダイレク

トマーケティング教育財団（DMEF）を設立してい

ます。まず最初に、末は大学教授となる博士課程の

学生や講師の先生がたにダイレクトマーケティング

についての理解を深めてもらうための機会を設け、

彼らが利用できる教科書を作成し、そして、研究成

果が発表できるジャーナルを 1987 年に発刊しまし

た。 
４０年にわたる努力（そして、寄付金）の結果、

現在、アメリカではダイレクトマーケティングを正

式科目として採用している大学は32校あり、そのな

かには、4週間とか3ヶ月とかのコース修了後に何ら

かの修了資格を認定する大学もあります。大学院で

もダイレクトマーケティングが正式専攻科目となっ

ているのは１３校ほどもあり、その中でも有名なの

は、ニューヨーク大学の「ダイレクトマーケティン

グ･コミュニケーション」修士課程やノースウェスタ

ン大学での「ダイレクト、データベース＆E‐コマー

ス･マーケティング」修士課程でしょう。 
私は、この数年、早稲田大学大学院商学研究科で、

「データベース・マーケティング」の講義をさせて

いただいているのですが、最近になって、ネット販

売企業で働くひとたちの受講が増えてきています。

彼らの多くは大学では理工系専攻であっために、「モ

ノを売る」ということについては仕事をしながら学

んできているのが現状です。したがって、ダイレク

トマーケティングの基本を学びたいというのが、講

義を選択する理由となっています。 
ネット専業企業はすべてのマーケティング活動は

ネット内で完結できると思っていました。つまり、

ウェブサイト、eメール、メルマガという３つの媒体

を使えば、顧客と十分なコミュニケーションができ

ると思っていたのです。しかし、顧客の継続化を促

す方法を模索するようになり、そこで初めて、自分 
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たちはネット販売をしていたのではなく、ネットと

いうメディア／チャネルを使ってダイレクトマー

ケティングをしていたのだと思い当たったのです。

そして、ダイレクトマーケティングの基本について

学ぶ必要性に改めて気づいたようです。 
なかには、マーケティングの基本を勉強したいと

いう「テックのひとたち」もいます。マーケティン

グの基本（マーケティング以外にも経営、会計、経

営学などが含まれます）ということでいえば、カタ

ログや DM を中核媒体としてきた伝統的通信販売

企業で働くひとたちにも同じようなことがいえる

のではないでしょうか？ 非常に優秀で将来会社

を担っていくであろう若い社員のかたたちとお話

していて、マーケティングの基本的考え方とか知識

が欠如していることに愕然とすることがままあり

ます。 
 「モノを売る」のにマーケティングの基本など必

要ないという意見もあることでしょう。たしかに、

現状路線を維持していくだけなら、現場で仕事をし

ながら学ぶ知識やノウハウで十分です。しかし、い

まは、不確実性の時代です。従来の知識やノウハウ

が通用しないときもあるのです。そのとき、既存の

知識やノウハウを超え、新しい知識を取捨選択し、

マクロの観点から意思決定できる能力が必要です。

アカデミックな教育の場では、こういった現場の智

慧を採用しながらもまったく新しい観点から解決

方法を見つけることができる論理的思考方法を学

ぶことができるはずです。 
 2008 年 4 月より、早稲田大学ビジネススクール

において、（株）ユーキャン寄附講座「ダイレクト

マーケティング戦略研究」コースが始まりました。

日本で初めてのダイレクトマーケティング専攻の

MBA コースです。このような形で、学問的にも実

務的にも統合されたダイレクトマーケティング教

育を提供する場が増え、ダイレクトマーケティング

業界の将来をつくる新しい世代が育っていくこと

が、業界を格段と飛躍させる大きな要因になるので

はないかと期待しています。 

（ウィトンアクトン社 ルディー 和子）
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 第２３回ＤＭフォーラムより 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
変革期を迎えた日本の小売業 

―小売構造変化の意味するもの― 
青山学院大学 経営学部 教授 三村優美子氏 

 

 今、日本の小売業は混沌とした状況にある。それ

は20年ほどのタイムスパンの中で起こっている変化

だが、そろそろ変化の方向性は見えてきたのではな

いかという感じがする。そこで、小売構造変化をど

のように見ていけばいいのか、どのような切り口が

有効なのかということについて、私の考え方を提示

したい。 
 
１．小売構造変化の注目点 
 日本の小売構造は、実は変化ではなく変質してい

る。まず、小売業構造の変質という点で、何に注目

すべきかを説明したい。 
今の日本の小売業のキーワードは「再編成」であ

る。再編成が進展し、かつ寡占的状況に入ってきた

と言えるが、単純に上位４社、あるいは３社の集中

度が上がってきたことを見るだけで果たしていいの

か。この寡占の意味するものは一体何なのか、整理

してみたい。 
 

１－１．日本の小売構造の変質 
日本の小売構造の変質について、次の 3 点を指摘

したい。 
第一に、中小零細性と地域性の喪失である。 
商業統計にも表れている通り、いわゆるパパママ

ストア、従業者 1~2 人の中小零細の商店数は、小売

業全体の 45％程度にまで落ちている。かつてのよう

な中小零細性、過多性という構造特性はほとんど崩

れたと言っていい。中小零細店の減少は、30 年前ま

では、流通近代化の結果であり、日本の小売業の構

造的な強化あるいは発展のプロセスだと前向きに考

えられてきた。当時、中小零細店の多くは、店主高

齢化かつ後継者がいないということで、自然な形で

閉店されることが多かったため、構造問題と捉える

必要はなかった。 
ところがそこに別の意味合いが出てきた。ご承知

のように、今日、地域の中心商店街の空洞化・破壊

現象は深刻である。私は、岡山県の北部にある人口

10万人の地方都市の出身である。私の子供時代には、

そこに中国地方有数と言われたほど立派な商店街が

あり、優れた小売店も多く、熱心な商店街活動が行

われていた。しかし現在は完全に空洞化している。 

夕方6時頃になると、町の中が真っ暗で人通りもな

く唖然とする光景がある。 
日本の小売業は、極めて標準化・画一化の傾向が

強い。ヨーロッパに旅行するときにいつも感じるが、

ヨーロッパでは地元密着の小売店が町の中に結構

残っている。その一方、日本では、地域性という言

葉で表現できる小売店がほとんど無くなっている。

さらに問題は、小売業から地域顧客との絆が失われ

たことだ。顧客との対話・接客を通して、需要を創

造する機能がほとんど無くなってきているのでは

ないかと感じられる。 
第二は、小売業の過当競争的傾向である。 
1980 年代初めの 176 万店から、小売商店数は約

50 万店も減少している。2008 年発表の商業統計で

もさらに 8.2%減少したという数字が報告されてい

るし、この減少傾向はおそらくまだ続くだろう。た

だし問題は、売り場面積は増加しているということ

だ。 
年間販売額は、今回は若干増に転じたということ

だが、販売額は伸び悩みかつ減少である状況の中で、

売り場面積だけが相変わらず増殖している傾向に

ある。いわゆるオーバーストアは日本の小売業が抱

える病的な構造問題と考えられているが、おそらく

この病気はさらに悪化している。 
第三は、業態の溶解現象である。 
問題は、なぜこのような過当競争的傾向が強まっ

ているのかということだ。当然、各業態間において

も新規出店の傾向は強い。しかし、異業態間の競合

や業態自体の溶解現象、そして新規業態が不在の中

で、お互いに共食いをしている。しかも業態内の共

食いだけではなく業態間の共食いとなっている。 
私がいま注目している分野はドラッグストアであ

る。ドラッグストアには、日本の小売業の本質的問

題が集約的に現れていると感じる。あるドラッグス

トアは、食品比率が3割を超えている。ドラッグス

トアと呼ぶか医薬品店と呼ぶか、食品店と呼ぶか、

雑貨店と呼ぶか、あいまいで分からなくなってきて

いる。このような曖昧な業態を成立させるのは、背

後にある卸流通であり、卸が頑張るほど小売業態間

の共食い現象が激しくなるという皮肉な現象が生

まれている。  
 

１－２．小売再編成の進展と“寡占”的状況 

日本の小売業においては、過去にいくつか節目が

あるが、特に1997年は大きな節目となった。1997
年は世界的な金融危機が起こった時であり、日本の

大手銀行が経営的に追い込まれた時期である。そし

てこの直後、マイカルなど巨大な小売業の経営破た 
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んがあった。このとき大店法廃止方針が出されたこ

とや、消費税が5％に引き上げられたことなども関係

して、1997年は、日本の小売業の大きな転換点にな

ったと考えていい。 
卸はすでに 1990 年代初めから再編成を開始して

いた。それに対し、小売業が再編成を本格的に開始

したのは 1997 年以降である。ダイエー、マイカル、

西友など有力企業の経営破綻や経営困難によって有

力スーパー5社体制が崩壊し、2社（セブン＆アイグ

ループ、イオングループ）に収斂していった。より

強い企業に収斂するということは、一種の成長・発

展と見ることもできるが、これまでそれなりに共存

していた有力スーパー5社の体制が完全に崩壊し、チ

ェーンストア業界のリーダーがいなくなるという事

態が起こっている。 
スーパー企業の再編成（M&A）には、二つの現象

が背景にある。一つは小売業のグローバル化、そし

てグローバルリテーラーの日本市場進出に対して恐

怖感が高まったということである。自社もグローバ

ルな再編成に巻き込まれるかもしれないという恐怖

感が作用して、かなり無理な再編成が行われた。も

う一つは、各小売業の経営が悪化している中、取引

先や金融機関に対して表面的な強さを見せる必要が

あったために、弱い立場の企業が一緒になっていっ

たのではないかと考えられる。 
私の印象では、セブン＆アイＧにおけるM&Aと、

イオンＧにおける M&A の考え方はかなり違うよう

にみえる。イオンＧは、自社の交渉力ポジション強

化にかなり強調点を置いたパワー指向の M&A をし

ている。セブン＆アイＧの方は、システム強化、基

盤強化の方に重点がある。最終的に収益率が高くな

るのは、本来ならセブン＆アイＧだと思うが、まだ

はっきりした答は出ていない。 
世界ランキングでは、セブン＆アイＧが第 5 位、

イオンＧが第 7 位ということで、一応世界に対して

その存在を示せる水準までは到達した。しかしなが

ら、この再編成が本当に正しかったのかどうかは、

まだ分からない。一応２グループに収斂はされたが、

ダイエーの再建など問題は多く残っている。また、

小売業の再編成のもう一つの特徴は、たとえば家電

量販店のように、一人勝ちの傾向が非常に強いとい

うことだ。ヤマダ電機の問題は、次のところで少し

検討していきたい。 
 
１－３．摩擦と軋轢の表面化 
現在、日本の流通のなかで摩擦と軋轢が表面化し

ている。独占禁止法第19条に関連して、大型小売業

の優越的地位濫用の禁止という規定があるが、それ 

をより強力に行使すべきだという世間の意識も高

まっており、公取委としても積極的に対応する姿勢

にある。例えば、ヘルパー派遣、リベート、返品、

協賛金、そして物流センターフィーの問題など、取

引関係や取引条件が悪化している。今の日本の流通

では、本来取引の前提である「信頼」が失われつつ

あるのではないかとさえ思われる。 
自分の意志で仕入れと販売を行い、責任を持って

販売活動をすることで収益を上げていくのが本来

の小売業である。しかし、現在の日本の大型小売業

は“本業”で儲けていない。日本の小売業は、それ

が合理的かどうかは別にして、仕入れ交渉力を強化

している。しかし、リベートや物流センターフィー

のように、基準や根拠が曖昧なままで、小売業の収

益の中に組み込まれているのは経営として健全と

はいえない。 
＜小売業への警告―大規模小売業者告示＞ 

2005 年 11 月に、百貨店業告示が再強化されて、

大規模小売業者告示が公取委から出された。これは、

百貨店以外の大型小売業への一種の警告であった。

しかし状況は改善せず、ヤマダ電機への排除命令に

つながった。ヤマダ電機は、家電業界全体がやって

いることでなぜ自分達だけがと思ったかもしれな

い。ただし、トップ企業がやることは業界全体に波

及する。かつて百貨店業界の取引問題に関して三越

の行動が問題にされたように、ヤマダ電機は、業界

トップ企業としての社会的責任が問われたといえ

る。 
本来独禁法は、独占・カルテル・共謀規制に有効

であって、ビジネス対ビジネスの取引慣行に独禁法

を適用することは難しいといわれるが、独禁法を使

わざるを得ないほど、流通取引における摩擦と軋轢

はひどくなっている。 
＜生協の毒入りギョーザ事件の背景＞ 

品質表示問題や開発輸入品の安全性問題が非常に

大きくなっている。生協の毒入り餃子事件は、たま

たま委託生産をしていた中国企業や工場に問題が

あったということかもしれない。しかし、衝撃を受

けたのは、あそこまでしてコストを下げねばならな

いのかということだった。価格競争とコスト引き下

げ競争は、ある意味では限界を超えつつあるように

みえる。以前の雪印事件も同じような状況を背景に

しているが、生協にだけ止まるのではなく、小売業

全体の無理がこのような事件を生んでいると考え

られる。 
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２．小売構

造変化の要

因と時代的

転換 

次にもう

少し大きな

視点で考え

てみたい。

これまで、1997年以降の日本の流通の嵐のような状

況に触れてきたが、もう少し広く、20～30年のタイ

ムスパンで時代が転換していると考えてみると、ま

た別の側面が見えてくる。 
これまで流通では、規制緩和という言葉が使われ

てきた。しかし、これからは、規律強化がキーワー

ドになる。消費者の目は厳しくなり、それに合わせ

て法規制・制度はかなり強化される方向にある。 
日本の小売業は、過当競争のもとで、弱肉強食に

より強い企業が生き残るという状況にある。しかし、

消費者は果たしてこのような状況に満足しているの

だろうか。小売業の今後を考える重要な点として、

人口構造と消費者意識の変化がある。 
 

２－１．日本の小売業の３つの転換点 
日本の小売業には３つの転換点があると考えてい

る。 

第一の転換点は 1978 年～82 年頃。大店法の規制

強化（大店法改正）のときである。1973年に大店法

が制定され、規制強化のため改正されたのが1978年。

その施行前に駆け込み出店が行われ、典型的なオー

バーストア現象が起こった。これが“スーパー冬の

時代”の直接的な原因である。1981年～82年頃の大

手スーパー企業の業績悪化は、このままでは倒産は

避けられないというぐらい深刻であった。某有力企

業では、対前年割れをしている既存店が全体の 7 割

を占めていた。有力企業の中で、傷が軽かったのは

イトーヨーカ堂、逆に傷が重かったのは、西友、ニ

チイ、ダイエーであった。 
今日の小売再編成は、1978～82年段階で傷が軽か

った2社が中心になったということである。あとの3
社は、このまま経営破たんしても不思議ではないと

いう状況まで陥っていた。あの時に、一気に再編成

が進む可能性もあった。しかし、大店法の規制強化

で出店が一斉に止まったことで、その動きは起こら

なかった。 
つまり、1978～82年に小売再編成の出発点があっ

たのである。スーパーは安くて何でも揃う便利な店

という時代は終わり、その量販体制の限界が明確に

なった時期でもある。当時、浮上し始めたのがコン 

ビニエンスストアで、より小型で機動的かつシステ

マティックな小売業態が成長し始めた。ただ、スー

パー企業は、出店規制強化により競争が緩和された

ため、徹底的な経営改革を行った企業を除けば、経

営再建は不完全なままで 1990 年代まで生き残って

きたのである。 
第二の転換点は、1989 年~1991 年頃、日米構造

協議を契機に流通規制緩和が開始された時期であ

る。 
規制緩和は、多くのスーパー企業に成長機会があ

ると勘違いさせた。この時、巨大投資により新店開

発が積極化している。しかし、それはさらなる借入

金の上積みであり、年商2兆円企業の有利子負債が

2 兆円という異常な経営を現出させたのである。た

だ、規制緩和と同時に独占禁止政策の強化が行われ、

流通系列化、建値制、リベートなど、日本的取引関

係に対して改善の流れが生まれたという面におい

ても、日本の流通の重要な転換点といえる。 
第三の転換点は、先に述べた 1997 年頃である。

日本経済の悪化とともに、グローバル小売業の存在

が見えてくる中で、すでに経営体質を大幅に劣化さ

せながらどうにか生き残っていたスーパー企業が

最終段階を迎えたといえる。 
 

２－２．流通規制緩和と“規律”強化 
第二の転換点で、規制緩和を成長機会と捉え、一

気に出店攻勢をかけたスーパー企業であるが、それ

はもう一つの側面と一体であることに多くは気づ

いていなかった。流通規制緩和の象徴は、大店法規

制緩和と廃止、酒販店免許制緩和である。ただ皮肉

なことに、酒販店免許制の緩和は、業態を溶解させ

過当競争を強めるように作用した。酒という商品分

野で、酒販店、コンビニエンスストア、スーパーマ

ーケットが共食い現象を起こしている。免許制緩和

は既存業態の溶解現象を伴うとするならば、一般用

医薬品販売制度見直しでも同様な可能性がある。 
一方で、流通規制緩和はもう一つの側面を持って

いる。自由化・利便性原則に対して、公正・社会性

原則への要請を強めたということである。独占禁止

法の適用強化はその一環である。メーカーにとって

は、1991年の流通取引慣行ガイドラインは大きな意

味を持った。メーカーは、建値制、再販売価格維持、

リベートなどへの独占禁止法適用強化の意味を認

識し、少しずつ取引改善を進めたが、小売業の理解

は深まっていなかった。ようやく小売業にも関係す

ると分かったのが、2005年の大規模小売業者の告示

だったといえる。 
今日、規制緩和という言葉はまだ使われている
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が、流通に関する規制緩和は1997年段階でほぼ終了

したのではないか。1997年以降は、規制緩和の結果

生じた摩擦や矛盾を調整し修正していくことが中心

課題となったと考えるべきだろう。 
コンビニエンスストアの深夜営業規制はやりすぎ

だと思うが、あのような発想が出るという社会環境

変化については注意するべきである。毒餃子事件や

食品表示偽装事件を契機にして、品質表示規制はさ

らに強化されるであろう。つまり、第3の転換期で 
は、規制緩和と規律強化が確実に逆転し始めたので

ある。 
 

２－３．人口構造変化と生活者視点の重要性 

日本の小売業の売上高は、基本的には伸びていな

い。毒餃子事件や表示偽装事件などによって、加工

食品や生鮮食品流通の世界には逆風が吹いている。

また、人口減少・高齢化は、ダイレクトマーケティ

ングや通信販売のビジネス分野にも相当大きな影響

を与えると考えられる。2005年以降、人口が減少し

世帯規模も縮小している。2020年には人口の3割近

くが 65 歳以上になるということだが、既に 65 歳以

上が人口の過半数を占めるという地域は少なくない。 
コンビニエンスストアの深夜営業規制の話でもわ

かるように、日本の生活者の価値観の変化は想像以

上に大きい。特に90年代半ばから、スローフード運

動に影響されて、サステナビリティ（持続可能性）、

社会性、共生などの価値観が大きな力を発揮し始め

ている。サービス消費も増加しており、消費支出の

約 42.6%はサービス財となっている。ただし、重要

なことは、モノの消費が減っているのではなく、モ

ノのサービス化やモノの高付加価値化が進んでいる

ことだ。1980年頃にセゾングループが標榜した「モ

ノからコトへ」というキャッチフレーズがあったが、

明らかに今生じている現象はモノのコト化である。

セゾングループは20年早すぎたのである。 
さらに、日本的消費文化への関心が高まっている。

日本の消費者の感覚や感性は非常に高い。ある研究

者は、今の日本の消費社会はポストモダンではない。

モダンとポストモダンが混在した形で続いていると

説明している。ただ、日本では物質主義が弱くなっ

ており、若い人たちがあまりモノを持たなくなった。

例えば、車に関心を持たなくなっている。しかしモ

ノは生活に必要であり、それは脱物質主義、あるい

は新物質主義と呼んだ方がよい。たとえば本物志向

ともいえる。レトロ、中古品、ビンテージというも

のに価値を感じ、中古のLPが大好きで集めていると

いう学生は結構多い。物質主義に新要素が混在して

おり、日本は高度な消費社会に変貌しつつあると感 

じる。 
 

３．小売ビジネスモデルの転換の必要性 
日本の小売業は、第一の転換期で一度頭をぶつけ

たはずなのに、大店法が強化された結果、ぶつけた

傷をなんとなく癒すことができて、まだやれると思

ってしまった。私は、ヤマダ電機も似たような傾向

を持っていると思うが、拡大成長、シェア至上主義

を標榜する小売ビジネスモデルは、今の消費者に通

用するだろうか。従来の小売ビジネスモデルを根本

から大きく転換すべきところまで来たと感じてい

る。また、これは小売業だけではなく、卸、メーカ

ーを含めたマーケティング全体で起こっている現

象なので、マーケティングの機軸移動と小売業とい

う視点で考えるべきだろう。 
ただ、そろそろ新しい小売ビジネスモデルが現れ

ているのではないかと思う。すでに存在しているが、

大きな存在となっていないため目立たないだけか

もしれない。 
 
３－１．小売ビジネスモデルの再検討 

大型小売業のビジネスモデルを、総合スーパー企

業を例にもう一度再検討してみよう。代表的なビジ

ネスモデルは、ダイエー型と表現できる。ダイエー

はあまりにも時代を背負い過ぎた企業であったた

め、大きな時代変化に適応できなかった。ダイエー

型とは、いかにして大量に作ったモノを消費者に届

けるかを本質とする大量生産大量販売のモデルで

ある。このビジネスモデルの原型は、1920年代にア

メリカを代表する巨大企業になったA&Pにある。 
1960 年代、スーパー企業の関係者がアメリカ視

察で訪れた小売店は、セーフウェイ、シアーズ・ロ

ーバック、K マートであり、直接A&P を参考にし

たわけではない。しかし、A&Pは、1920年代後半

～1930年代に、アメリカの独禁法を改正させる（ク

レイトン法2条改正、ロビンソンーパットマン法）

ほどのインパクトを与えた企業であり、A&P がそ

れに続くアメリカ小売業の原型となったとみてい

い。 
A&P とダイエーに共通するのは、メーカーとの

敵対関係である。それは、卸機能、メーカー機能ま

で全部自分で担うという垂直統合型の非常に強力

なモデルである。プライベートブランド（PB）に力

を入れたが、メーカーに対する交渉力発揮にPB の

意義がある（価格交渉型PB）。巨大になればなるほ

ど交渉力が高まるため、規模の経済を徹底的に追求

した。ダイエーは、一貫して、大量に仕入れて大量

に販売するという投機原理に立っていた。不思議な 
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ことに、在庫がコストになるということを意識して

いなかったようにみえる。在庫がコストになるとい

うことを意識されたのは、セブン＆アイグループの

鈴木敏文さんであるが、両者の一番大きな違いは、

在庫の捉え方にある。また、ダイエーの最大の投資

は店舗投資であり、いかに巨大な店舗を早く作るか

を重視していた。 
それに対して、第一の転換点後に浮上した最強の

モデルが、リーン型モデルである。代表的なのがセ

ブンイレブン・ジャパンであり、SPA と呼ばれるフ

ァッション企業も含まれる。機能を徹底的に外部化

し、固定コストを低くしている。このモデルが追求

するのは、速度の経済であり、全体スピードや回転

を上げることによって在庫コストを削減している。

単品大量生産・大量販売に対して、この場合は、多

品種少量化。ただし大量生産の修正型であるマス・

カスタマイゼーションと呼ばれる方法である。情報

物流投資を重視しており、皮肉な言い方をすると、

小売業でなくてロジスティクス業ではないかと思う

ほどだが、非常に効率的であり、今日、最強の小売

モデルになっている。 
 

３－２．マーケティング機軸移動と小売業 
小売ビジネスモデルの変化は、マーケティングの

変化と対応している。ただし、今の小売業の現状、

これだけ特売や価格競争が頻発している状況は、マ

ーケティングの創造性や独自性を大きく低下させて

いく。  
私も家電量販店でよく買い物をするが、いつ行っ

ても殺風景で、店員に説明を聞きたいことがあって

もなかなかつかまらず、ようやく答えてくれる人が

いたと思ったらメーカー派遣ということが多い。改

めて考えてみると、そういった店で、30万、40万円

の高額商品を買う気になるなと思う。安さは最大の

価値という考えもあるが、このような店頭を放置す

ることは家電メーカーにとって果たして適当なのだ

ろうか。アフターサービスやメンテナンスにしても、

小売店側はしっかりやっていると言うが、例えばエ

アコンが壊れて、今日中に直して欲しいと思ったと

きに、小売店からすぐ修理の人が来てくれるのだろ

うか。そこにも大きな疑問符が付いてくる。現在一

人勝ちしている小売企業は、実は消費者に他に選択

肢が無いという中で成功しているだけであって、消

費者は潜在的な不満を募らせているのかもしれない。 
これからは、消費者価値、生活者価値、需要価値

ベースに大きく視点移動するべきだろう。流通の役

割は消費者との出会いの場を担うということから考

えると、そこで流通がどのような価値を生んでいる 

のかについてはほとんど検討されていない。コスト

と価格という議論はあったとしても、どんな付加価

値を生んでいるのかという議論が抜けている。 
消費者に購入時および購入後に不安を感じさせる

商品がある。たとえば30~50万円の大型フルハイビ

ジョンの液晶テレビやエアコンであれば、消費者は

購入後にあるリスク（不安）を抱え込む。食品にお

いては、安心・安全なのかというリスクが常に内在

している。それらのリスクに対して、流通が対応で

きる仕組みを作っておかなければ、消費者は安心し

て購入できない。購入の場や購入後に消費者との絆

を構築し、約束とコミットメントを重視し、相互に

学習し育て合う過程（インタラクション）が重要で

ある。よく言われるように、これからは知識とスキ

ルが競争力になってくる。コストが競争力の時代か

ら知識とスキルが競争力の時代へと少しずつシフ

トしていくと思われる。 
どこも同じようなブランド、同じような製品が並

んでいる限りは、お互いに力と力の不毛な戦いしか

ない。小売業として、消費者に選ばれる売り場の独

自性と創造性が必要であり、小売競争力の源泉が変

わってきていると言える 
 

３－３．顧客起点の小売業の成長可能性 

―第三の小売ビジネスモデルとして― 
今、高度に発展した日本の消費社会に適合する小

売業の条件が問われている。中枢系統や骨組みの部

分を強化するという意味で効率の追求は必要だが、

表現の部分まで標準化・画一化するべきではないし、

してはならない。効率性と独自性のバランスを取る

ことが非常に重要になってくる。地域性や個別の顧

客への対応力も必要となってくる。コンビニエンス

ストアの 24 時間営業に価値があると思う消費者ば

かりではなくなっている。便利さが価値ということ

を余りにも強調したために、逆に、極めて高コスト

の流通を生み出してきた。そろそろ大きく発想転換

してもいい時期である。しかし、そのためには顧客

に対してきちんとした価値提案と問題解決の２つ

の力が必要となる。 
日本の小売業の弱点は、ロジスティクスの面で強

くなっているかもしれないが、マーケティング的で

はないことである。小売業にはブランド愛顧や信頼

という言葉が無い。この言葉が無い限り、マーケテ

ィング力がある小売業とは言えない。あの店は親切

だとか、店員さんがよく対応してくれたという顧客

経験から愛顧や信頼が生まれてくる。ライバルをし

のぐような大型店舗や広い駐車場が競争力である

時代ではなくなった。 
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ドラッグストアの業態変換 

最後に、ドラッグストアの話を若干させていただ

く。薬事法の改正により、スーパーマーケットやコ

ンビニエンスストアでも一般用医薬品の販売が可能

になるという話が出ているが、この薬事法改正には

二つの面がある。一つは当然、コンビニエンススト

ア等の強い要望による自由化・規制緩和。もう一つ

は、実はこちらの方が主になるが、これまであまり

にも無秩序であった日本のOTC1の販売について、も

う一度きちんとした制度を再設計するべきというこ

とだ。 
問題は、OTCの市場分野がやせ細っていることだ。

なぜやせ細っているかには、二つの理由がある。一

つは国民皆保険制なので医者に行った方がいい薬を

もらえるということ。もう一つは、OTC販売には薬

剤師の説明が必要だが、それがほとんど守られてお

らず、きちんとした販売になっていなかったことが

ある。 
ただ、一般用医薬品として収載されているものは

極めて多様である。中には医薬部外品に近いものも

かなり入っていた。一方、糖尿病や高血圧の薬など

の分野で、非常にポピュラーだがこれまでは医者の

処方が必要だった薬がスイッチ OTC になる可能性

もある。ただし、店頭で販売するには、薬剤師のき

ちんとした服薬の指導や一種のカルテの作成が必要

である。つまり、一般用医薬品をリスクの程度に合

わせてきちんと売る仕組みを整備することで、薬効

の高い薬の導入が可能になり、OTC市場の成長が期

待できるのである。 
そうなると、小売業態にはおそらく２つの可能性

がある。一つは、これをチャンスと捉え、ヘルス＆

ビューティーやセルフメディケーションという概念

を再定義して、優秀な薬剤師や販売体制を整備し、

単なる物販業というよりもサービス価値を追及する

高マージン高付加価値型の小売業として独自性を追

求したいと考えるタイプ。二つめは、コンビニエン

スストアやスーパーマーケットと競争するために、

さらに巨大店を作り、品揃えを拡大していく低マー

ジン低コスト追求型の方向である。  
しかし、後者はドラッグストアとしての業態を自

ら解体させていく可能性もある。日本の大衆薬メー

カー、医療用医薬品のメーカーが薬事法の改正をど

う捉えるかによって、OTCの販売改革を前提とした

制度設計が果たして効果があるのかないのかがわか

ってくる。まだメーカー側は、状況がどうなるか様 

 
1 Over The Counter Drugの略。医師の処方せんがなくて

も薬局・薬店で購入できる一般用医薬品を指す。 

子を見ている段階のようだ。 
これまでは、この店はトイレットペーパーを売っ

ているのか、ドリンク類を売っているのか、本当に

薬を売っているのか、よくわからない店が多かった

が、それが少しずつ整理され、新しい高付加価値の

業態が成立していく可能性はあると期待している。 
（了） 
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特別寄稿 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
日本のインターネット通販利用者像の実態 

―JADMA調査中間報告― 
（社）日本通信販売協会 理事・主幹研究員 

日本ダイレクトマーケティング学会 理事 

柿尾 正之 

 

ここ数年におけるインターネットを利用した通信

販売の伸びはめざましい。しかし、市場規模の成長

にくらべると意外と利用者像の実態をとらえきれて

いないのではないだろうか。インターネットの登場

により、変化する顧客の消費行動の実態を把握する

ため、（社）日本通信販売協会（JADMA）は、イン

ターネットにおける購買行動について、08年7月に

グループインタビュー調査を実施した。その結果に

基づいてレポートする。  
調査の目的は、平均的な女性利用者におけるイン

ターネット通販の使い方、あるいは利用意識等を把

握し、さらに今後の定量調査（08年10月実施予定）

をおこなうための仮説を導くためのものである。グ

ループはＡ．有職者未婚女性（20～34 歳）、Ｂ．専

業主婦（35～49 歳）、Ｃ．モバイル通販利用者（20
～39歳）の3つに分けておこなったが、まず、社会

一般的な消費不況が嘘であると思うくらいよく購入

している、というのが実感であった。そして各グル

ープの利用者像を言い表すと、グループＡ．は「リ

スクを避け信頼性を追い求めて合理的にインターネ

ット上で買物をする利用者」、グループＢ．は「時間

の短縮や安さを求めつつ、ショッピングの楽しみを

インターネット通販で得ている利用者」、そしてグル

ープＣ．は「場所を問わず隙間時間に手軽に欲しい

ものを購入したい効率性を求める利用者」となる。 
今回の調査の全般的な傾向として見えてきたこと

の第一の印象は、インターネットによる情報収集能

力がかなり高いレベルに達していること、である。

商品を購入する時、まずはその商品情報を収集し検

討する。次はどこで購入することがベストであるか

や、価格や購入条件を比較していく。各自の家族構

成やライフスタイルによる独自の「ネット・スタイ

ル」があるようだ。たとえば、化粧品を購入する時

は化粧品の口コミサイト、またはブログ等からユー

ザーの声を聞き、吟味する。マス広告媒体からの一

方的な広告訴求は、もはや「商品が登場しました」

というスタートラインに立つだけの位置づけでしか

ないようにも映る。 
 

第二は、調査対象者のほとんどが大手ショッピン

グモールを利用していることである。「どの店で購

入しますか?」という問いかけに、多くの者が個店名

ではなくモール名を答えた。つまり、モール内にお

ける「個店」のブランド意識が非常に希薄なのであ

る。その理由としては、取扱商品の幅が広いこと、

店舗の選択肢が多いこと、安心感、あるいはポイン

トの利用等があげられていたが、インターネットは、

店舗やカタログとは異なり、購入先を実感できない

ことが背景にあるようだ。このことは、インターネ

ット上での個店のブランディング構築の難しさを

象徴している。店舗側からみると、モールへの出店

はこうした顧客の意識から、売上を獲得しやすいと

もいえるが、モール内の競合ゆえに売上実績が永続

的であることは少なく、また顧客リストが自由に利

用できないことは、通販企業としては致命的ともい

える問題を抱えてもいる。 
日本のインターネット通販市場は、ある意味で大

手モールが牽引役となっており、決済、ポイント、

口コミ評価、そして配送と店舗数の拡大とともにイ

ンフラを構築していることから、当分の間はモール

中心で展開するものと考えられよう。しかし、本来

のインターネットの理想型は利用者と個店が関係

性をもつことと捉えるならば、ヘビーユーザーでさ

えもモール利用から脱却できない現状は、日本のイ

ンターネット通販市場が利用者と事業者が良好な

関係を保ち、新たなビジネスモデルを創造する視点

からみると発展成途上であると考えられる。これか

らがインターネット通販市場の態様が変化してい

く、いわゆる山場であろう。 
 

 

 

 グループ A グループ B グループ C 

ネット通販の

きっかけ 

友人からの

紹介 

買物の手間を

省く 

ポイントが多

くつく 

購入パターン 目的の商品

を 探 し て 購

入、たまに衝

動買いも 

目的の商品を

探して購入、

バ ナ ー 広告

等からも誘導 

メルマガから

の誘導 

商品決定の

動機 

くちコミ評価 くちコミ評価 くちコミ評価

や商品の安さ

購入サイトの

決定要因 

価格が安い

こと 

取扱商品の

幅が広い 

好みのブラン

ドを扱っている

グループ別の利用者像 


